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にしお縁結びプロジェクト運営等業務委託 
公募型プロポーザル実施要領 

 
にしお縁結びプロジェクト運営等業務（以下「本業務」という。）を実施するにあたり、本業務の目的

及び内容を効果的かつ効率的に実現するため、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）
により提案を募集し、受託者の選定を行う。 
 
１ 目的 

人口減少の要因の一つとなっている未婚晩婚化への対策として、出会いを希望する方に、市内での
出会い応援イベント（にしお de 婚活）等の実施やマッチングアプリの有効活⽤に加え、⺠間事業者
等との連携した取組を実施することで、出会いの場やきっかけづくりの機会創出並びに結婚機運の 
醸成を目的とする。 

 
２ 業務の概要 

⑴ 業務名 
にしお縁結びプロジェクト運営等業務 

⑵ 業務場所 
⻄尾市内 

⑶ 契約期間 
契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで 

⑷ 業務内容 
別紙「にしお縁結びプロジェクト運営等業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

⑸ 委託料の提案上限額 
本業務委託に係る提案上限額は、５，００４，９００円とする。 
※金額は、消費税及び地方消費税相当額を含む。 

 
３ 日程 

提出期限 等 内容 
令和７年３月２７日（木） プロポーザル実施の公告 
令和７年４月３日（木） 参加資格申請書の提出期限 

質問書の提出期限 
令和７年４月７日（月） 参加資格確認通知書の発送 

質問書に対する回答 
令和７年４月８日（火） 企画提案書等の受付開始 
令和７年４月１８日（金） 企画提案書等の提出期限 
令和７年４月２８日（月） プレゼンテーション及びヒアリング 
令和７年５月１日（木） 結果通知書の発送 
令和７年５月７日（水）以降 仕様書等の協議 

※本スケジュールは予定であり、変更となる場合がある。 
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４ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人とする。 
⑴ ⻄尾市⼊札参加資格者名簿（物品等）の大分類「03．役務の提供等」中分類「16．その他の業務

委託等」小分類「99．その他」に登録されている者であること。（契約締結の日までに登録が見込
まれる者を含む） 

⑵ 仕様書の業務内容を確実に遂行できる者であること。 
⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。 
⑷ ⻄尾市競争⼊札参加停⽌措置要綱による⼊札参加停⽌措置を受けていないこと。 
⑸ ⻄尾市が行う調達契約からの暴⼒団排除に関する要綱による排除措置を受けていないこと。 
⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立てがなされていない者

及び⺠事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない
者。 

⑺ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申し立てがなされていないこと。 
⑻ 個人情報保護及び情報セキュリティに係るプライバシーマークの認証を取得していること。 

 
５ 参加資格申請書の提出 

プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり参加資格申請書等を作成のうえ、提出期限までに
提出すること。 
⑴ 提出書類・提出部数 

ア 提出書類 
(ｱ) 参加資格申請書（様式１） 
(ｲ) 会社概要書（様式２） 

※パンフレット等があれば添付すること。 
(ｳ) 認証取得状況（様式５） 

※この段階での登録証等の写しは記載したもののうち１件のみでよい。 
イ 提出部数 

各１部 
⑵ 提出期限 

令和７年４月３日（木）午後５時１５分まで 
⑶ 提出先（担当部署） 

⻄尾市寄住町下⽥２２番地 ⻄尾市役所本庁舎３階 
⻄尾市総合政策部秘書政策課 企画政策担当 

⑷ 提出方法 
ア 持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除いた午前８時３０分から午後５時１５分までの間に

担当部署へ提出すること。 
イ 郵送の場合は、担当部署あてに書留又は簡易書留で郵送し、提出期限までに必着とする。なお、

発送後、担当部署へ電話で到着確認をすること。 
⑸ 参加資格確認通知書の発送 

参加資格申請書を提出した者について、参加資格要件を有する者であるかを確認し、令和７年４
月７日（月）までに参加資格確認通知書を発送する。 
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６ 質問の受付・回答 

企画提案書等の作成に係る質問の受付及び回答は、次のとおりとする。 
⑴ 質問の受付期限 

令和７年４月３日（木）午後５時１５分まで 
⑵ 質問方法 

電子メールで質問書（様式３）を「kikaku@city.nishio.lg.jp」まで送信し、送信後は土曜日・    
日曜日・祝日を除いた午前８時３０分から午後５時１５分までの間に、電話で受信確認をすること。 

電子メールの件名は、「にしお縁結びプロジェクト運営等業務に関する質問【事業者名】」とする
こと。 

⑶ 質問に対する回答 
質問に対する回答は、令和７年４月７日（月）までに⻄尾市ホームページで公表する。 

⑷ その他 
ア 電話、窓口、郵送及びＦＡＸによる質問には応じない。 
イ 審査に関する質問及び回答に対する再質問は受け付けない。 
ウ 質問に対する回答内容は、本要領及び仕様書の追加又は修正として取り扱うものとする。 

 
７ 企画提案書等の提出 

参加資格確認により参加資格を有すると認められた者（以下「参加事業者」という。）は、次のとお
り企画提案書等を作成のうえ、提出期限までに提出すること。 
⑴ 提出書類 

ア 企画提案書（様式４）※表紙部 
イ 会社概要書（様式２） 
ウ 認証取得状況関係書類 

(ｱ) 認証取得状況（様式５） 
(ｲ) 取得認証に係る証明（登録証等の写し） 

エ 業務提案書（任意様式） 
本要領及び仕様書に基づき、「８受託候補者の選定方法（２）評価基準」を踏まえたうえで、次
の項目ごとに事業者の考え方を示すこと。 

(ｱ) 業務目的等の理解と意欲 
(ｲ) 実施体制・業務工程 
(ｳ) にしお de 婚活 
(ｴ) ライフデザインセミナー 
(ｵ) （仮称）婚活おせっかいマスター制度創設 
(ｶ) （仮称）婚活協⼒店認定制度創設 
(ｷ) マッチングアプリ活⽤支援 
(ｸ) 広報実施 
※仕様書の内容にとらわれない出会いの応援に係る効果的な独自の提案を含む。 

  オ 業務実績調書（様式６）※実績がある場合に提出してください。 
参加事業者が地方公共団体の発注する類似の業務を実施した記録を記載してください。 

  カ 提案見積書及び見積内訳書（任意様式） 
(ｱ) 提案見積書に記載する金額は、業務提案書に記載する内容に対して必要な費⽤をすべて 
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含めること。 
(ｲ) 見積内訳書は、経費の詳細な内容と金額が分かるように記載すること。 

⑵ 提出部数 
正本各１部、副本各９部 

⑶ 提出期間 
令和７年４月８日（火）から令和７年４月１８日（金）午後５時１５分まで 

⑷ 提出先（担当部署） 
⻄尾市寄住町下⽥２２番地 ⻄尾市役所本庁舎３階 
⻄尾市総合政策部秘書政策課 企画政策担当 

⑸ 提出方法 
ア 持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除いた午前８時３０分から午後５時１５分までの間に

担当部署へ提出すること。 
イ 郵送の場合は、担当部署あてに書留又は簡易書留で郵送し、提出期限までに必着とする。なお、

発送後、担当部署へ電話で到着確認をすること。 
ウ 提出期限後の書類の再提出、差し替え、追加提出等は原則認めない。ただし、企画提案書等の

内容を確認するため、⻄尾市から追加資料を求めた場合はこの限りではない。 
⑹ 企画提案書等の作成上の留意事項 

ア 企画提案書等はＡ４縦⻑ファイル１冊にまとめて提出すること。 
イ ファイルの表紙及び背表紙には、「にしお縁結びプロジェクト運営等業務委託企画提案書」と 

タイトルを記載し、正本・副本の別を表示すること。 
ウ 各提出書類の間には、仕切りやインデックス等を挟み、ページ番号を付与し、表紙、目次を 

付けること。 
エ 原則、全ての書類はＡ４判縦（Ａ３判折り込み可）、横書きとし、左綴じが可能な形で作成する 

こと。 
 
８ 受託候補者の選定方法 

⑴ 選定方法 
ア ⻄尾市が選任する者をもって選定委員会を設置し、各選定委員が評価した評価点の合計が高い

ものから順位をつけ、第１位と採点した委員を最も多く獲得した者を受託候補者、２番目に 
多く第１位を獲得した事業者を次点者とする。 

イ 第１位と採点した委員が同数である場合は、その者のうち第２位をより多く獲得したものを 
受託候補者とする。ただし、第 1 位の数及び第２位の数が同数であった場合は、各選定委員の
評価点の合計を集計した点数が高い者を受託候補者とする。 

ウ 第１位及び第２位の数が同数並びに各選定委員の評価点の合計が同点である場合は、見積額の
低い者を上位とする。ただし、見積額も同一の場合は、選定委員会の採決により選定する。 

エ 事業者が１者の場合であっても企画提案書の審査を実施し、審査の結果、評価基準に基づく 
選定委員の合計点の平均点が６０点以上の場合には、その提案者を受託候補者として選定する。 

オ 各選定委員の平均評価点が選定委員会で定めた最低基準点の６０点に満たない場合は、受託 
候補者及び次点者に選定しない。 
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⑵ 評価基準 
選定では、以下の項目について審査し、総合的な評価を行う。 

番号 
評価対象 

内 容 
評価項目 評価基準 配点 

１ 全体の評価 

事業への理解・
知識と 

意欲 

・事業内容及び目的に関する理解が十分に
あるかどうか。 

・業務遂行に必要な知識、スキルを有し、十
分な能⼒があるかどうか。 

・業務に対する取組み意欲が強く感じられ
るか。 

5 点 

２ 
業務実施体制 

業務工程 

人員 
・提案内容を実現できる人員が確保されて
いるか。 

5 点 

業務工程 

・工程ごとに妥当な時間配分がなされ、業
務完了に至るまでの過程が明確に説明され
ているか。 

３ にしお de 婚活 

的確性 
・仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的
に提案されているか。 

15 点 

実現性 
・提案内容は実際に現場で実行できるレベ
ルの具体性、実現性を持っているか。 

発想⼒・企画⼒ 
・出会いの効果を高めることを目的とした
魅⼒的な提案であるか。 

独創性 

・効果的なシティプロモーションとなり、
女性の申込者を増やすための工夫がなされ
ているか。 

４ 
ライフデザイ
ンセミナー 

的確性 
・仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的
に提案されているか。 

5 点 実現性 
・提案内容は実際に現場で実行できるレベ
ルの具体性、実現性を持っているか。 

発想⼒・企画⼒ 
・効果を高めることを目的とした魅⼒的な
提案であるか。 

５ 

（仮称）婚活お
せっかいマス
ター制度創設 

的確性 
・仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的
に提案されているか。 

15 点 

実現性 
・提案内容は実際に現場で実行できるレベ
ルの具体性、実現性を持っているか。 

発想⼒・企画⼒ 
・効果を高めることを目的とした魅⼒的な
提案であるか。 

独創性 

・ノウハウや知識・経験を生かした創意工
夫が見られ、効果が見込める提案がなされ
ているか。 

６ 

（仮称）婚活協
⼒店認定制度
創設 

的確性 
・仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的
に提案されているか。 

15 点 

実現性 
・提案内容は実際に現場で実行できるレベ
ルの具体性、実現性を持っているか。 
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発想⼒・企画⼒ 
・効果を高めることを目的とした魅⼒的な
提案であるか 

独創性 

・事業対象者の積極的な参加を促すような
工夫がなされているか。話題性のある企画
内容になっているか。 

７ 広報実施 

実現性 
・広報や集客方法は具体的で実現可能な内
容か。 

10 点 

独創性 

・ノウハウや知識・経験を生かした創意工
夫が見られ、効果が見込める提案がなされ
ているか。 

小計 70 点 

８ 価格点 （提案価格のうち最低価格／貴社の提案価格）×配点（20 点） 20 点 

９ 市内企業 

⻄尾市に本社、
支店営業所等を
有する者 

市内に本社がある。 5 点 

5 点 
市内に支店、営業所がある。 3 点 

上記以外で市内在住者を雇⽤する。 1 点 

上記以外 0 点 

１０ 業務実績 

本業務と同種・
類似業務の実績
が あ る か ど う
か。 

同種・類似業務の実績が３事業ある。 5 点 

5 点 
同種・類似業務の実績が２事業ある。 3 点 

同種・類似業務の実績が１事業ある。 1 点 

同種・類似業務の実績がない。 0 点 

小計 30 点 

合計 
100

点 

 
⑶ 配点基準 
 ⑵評価基準の番号１〜７の配点基準は以下のとおりとする。 

５段階 配点 
優れている １５点 １０点 ５点 
やや優れている １２点 ８点 ４点 
標準 ９点 ６点 ３点 

やや劣っている ６点 ４点 ２点 
劣っている ３点 ２点 １点 

 
９ プレゼンテーション及びヒアリング 

企画提案書等が提出された後、選定委員会は、参加事業者ごとにプレゼンテーション及び 
ヒアリングを実施する。 
⑴ 日時 

令和７年４月２８日（月） 
※集合時刻、集合場所等は、参加事業者ごとに電子メールで通知する。 
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⑵ 場所 
⻄尾市役所本庁舎 ３１会議室（３階） 

⑶ 実施方法 
企画提案書等の内容について３０分以内で説明、その後２０分程度ヒアリングを行う。 

⑷ 参加人数 
企画提案書等の内容を熟知している者で４名以内とする。 

⑸ プロジェクター等の使⽤ 
プロジェクター等の使⽤を希望する場合は、企画提案書等の提出時に申し出ること。 

⑹ その他 
ア プレゼンテーションは、提出された企画提案書等に基づいて行うものとし、追加資料は 

認めない。ただし、説明⽤資料として、提出書類の一部を要約したものは使⽤することができる。 
イ プレゼンテーションは非公開とする。 

 
１０ 審査結果 

⑴ 審査結果の通知 
令和７年５月１日（木）までに全ての参加事業者へ結果通知書を発送する。 
また、審査結果通知後に⻄尾市ホームページで公開する。 

⑵ その他 
ア 審査結果に関する問合せには、一切応じないものとする。 
イ 審査結果についての異議申し立てはできないものとする。 

 
１１ 参加者の失格 

参加事業者が、次の事項に該当すると⻄尾市が判断した場合は失格とする。ただし、⻄尾市がやむ
を得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。 
⑴ 参加資格要件がないと認められた場合 
⑵ 提出書類に虚偽の記載をした場合 
⑶ 指定した提出期限までに提出書類を提出しなかった場合 
⑷ 提案上限額を超える金額の見積書を提出した場合 
⑸ その他本要領を遵守しない場合 

 
１２ 契約手続等 

⑴ 受託候補者は⻄尾市と本業務委託について契約に必要な事項を協議した後、⻄尾市が作成した 
契約書によって契約を締結するものとする。 

⑵ 契約内容については、企画提案書等の内容を踏まえて受託候補者との協議を経て決定するものと
するが、企画提案書等の内容に限定されることなく、変更できるものとする。 

⑶ 受託候補者との協議の過程において、次に掲げる事態が生じたときには、受託候補者の選定時に
受託候補者の次に順位の高い者と契約交渉を行うものとする 
ア 受託候補者が契約の締結を辞退したとき 
イ 契約締結時までに本要領１１の参加者の失格の要件に該当していることが判明したとき 
ウ 契約に向けて必要な協議が不調に終わったとき 
エ その他やむを得ない事情で契約に至らなかったとき 
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⑷ 契約金額は、企画提案書等に記載された見積金額がそのまま採⽤されるのではなく、受託候補者
との協議により本業務の仕様書を確定した後に決定するものとする。 

⑸ 契約保証金は、⻄尾市契約規則（昭和３９年⻄尾市規則第２９号）第２９条の規定により契約 
金額の１００分の１０以上を納付することとする。ただし、同規則第３１条各号のいずれかに該当
する場合は免除する。 

 ⑹ 委託者又は受託者いずれか不可抗⼒（天災地変・戦争等・感染症伝染病・交通機関の事故等）に
よ り や む を 得 ず 、 本 契 約 の 全 て 又 は 一 部 の 履 行 が 不 可 能 と な っ た 場 合 は 、 双 方 と も 
その相手方に対して賠償の責任を負わないものとする。この場合、受託者は、合理性が認められる 
範囲で、受託者が業務実施の準備のため支出した経費を双方協議の上、委託者に請求することが 
できる。 

 
１３ 企画提案書等の提出書類の取り扱い 

⑴ 企画提案書等の提出書類は返却しない。なお、審査及び事務処理以外の目的には使⽤しない。 
⑵ 企画提案書等の提出書類について、事務処理に必要な範囲において複製を作成する場合がある。 
⑶ 企画提案書等の提出書類について、⻄尾市情報公開条例（平成１３年⻄尾市条例第２０号）の 

規定による請求に基づき、一部又は全部について開示する場合がある。 
⑷ 企画提案書等の著作権は、その企画提案書等を作成した者に帰属するものとするが、契約の 

相手方となった者の企画提案書等については、⻄尾市が業務に必要な範囲内で無償使⽤できる 
ものとする。 

 
１４ その他 

⑴ プロポーザル実施についての説明会は行わない。 
⑵ 参加資格申請書の提出後又は企画提案書等の提出後、都合により参加を辞退する場合は、 

参加辞退届（任意様式）を提出すること。 
⑶ 提出書類の作成及び提出、プレゼンテーションへの参加等に係る一切の費⽤は事業者が負担する

ものとする。 
⑷ 本要領に定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに⻄尾市

が制定する関係条例、規則等に従うものとする。 
 
１５ 担当部署（書類の提出先及び問い合わせ先） 

〒４４５−８５０１ ⻄尾市寄住町下⽥２２番地 
⻄尾市総合政策部秘書政策課 企画政策担当 
電話番号 ０５６３−６５−２１５４（直通） 
メールアドレス kikaku@city.nishio.lg.jp 

 


